
分散投票を呼び掛ける動画
「しちじくじのうた」

令和3年10月31日に執行されました。
札幌市の投票率（選挙区）は56.89％
（全国55.93％）で、前回の平成29年
衆議選の投票率58.94％よりも低い
結果でした。
補欠選挙と同様、若い世代の投票率
が低いことが課題です。

　コロナ禍でも、有権者に安心して大切な一票
を投じていただけるよう、第1期日前投票所の
投票時間を21時まで延長するなど、安全な投票
環境づくりに努めました。
　また、札幌市立大学にご協力いただき、学生
のアイデアにより、期日前投票所や投票所での
感染症対策の徹底と「分散投票」を呼び掛ける
動画「しちじくじのうた」を作成しました。　
　令和4年に執行される第２６回参議院議員通
常選挙においても、安全に投票できる取り組み
を続けていきます。

令和3年4月25日に執行されました。
選挙区は札幌市北区の一部と東区で、
投票率は30.46％でした。
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衆議院北海道第2区選出議員補欠選挙 年齢別投票率 （札幌市標準投票区）
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令和3年衆議院議員総選挙（小選挙区） 年齢別投票率 （札幌市標準投票区）
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札幌市・区明るい選挙推進協会 会報

会報のタイトルである“白ばら”は明るく公正な選挙の象徴です
明るい選挙の
イメージキャラクター
「めいすいくん」

投票へ
行こう！

第49回衆議院議員総選挙
第25回最高裁判所裁判官国民審査

衆議院北海道
第2区選出議員補欠選挙

「分散投票を呼びかけるための動画」を大学生と連携し、制作しました！「分散投票を呼びかけるための動画」を大学生と連携し、制作しました！



■札幌市選挙管理委員会ホームページ ■札幌市選挙管理委員会公式Twitter

さっぽろ市
02-Ｕ01-22-1231
R4-2-881

http://www.city.sapporo.jp/senkan/

各区選挙管理委員会の連絡先

引っ越した場合、転入した日から
14日以内に届出をする必要があります。

仲間を募集しています ●中央区選挙管理委員会
●北区選挙管理委員会
●東区選挙管理委員会
●白石区選挙管理委員会
●厚別区選挙管理委員会
●豊平区選挙管理委員会
●清田区選挙管理委員会
●南区選挙管理委員会
●西区選挙管理委員会
●手稲区選挙管理委員会
●札幌市選挙管理委員会

TEL 205-3206
TEL 757-2404
TEL 741-2412
TEL 861-2406
TEL 895-2424
TEL 822-2406
TEL 889-2010
TEL 582-4711
TEL 641-6922
TEL 681-2427
TEL 211-3247

　札幌市では、「明るくきれいな選挙を心がけましょう」
という趣旨にご賛同いただける方に「白ばらの友」の会
員となっていただき、明るくきれいな選挙を実践してい
ただいています。
　どなたでも加入でき、会費等の負担は一切ありません。
ぜひ、「白ばらの友」に仲間入りしませんか。
　詳しくは、各区の明るい選挙推進協会（各区の選挙管
理委員会内）へお気軽にお問い合わせください。

政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることは禁止されています。
また、有権者が政治家に寄附を求めることも禁止されています。
　※ここでいう「政治家」とは、候補者、候補者になろうとする者、
　　現に公職にある者をいいます。

寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう

令和4年（2022年）6月発行

編集・発行
札幌市・区明るい選挙推進協会 ／ 札幌市・区選挙管理委員会

政治家の寄附は禁止！
寸
志

「めいすいくんのつぶやき」

　進学や就職などで引っ越した場合は、
新住所地で投票が出来るように、忘れず
に住民票を移しましょう。

お住まいの区で投票できるか確認してみよう！

18歳以上で、札幌市のお住まいの区に住民票がある

札幌市のお住まいの区で投票できます

※地方選挙では、当該選挙が行われる区域内で住所移転した場合に
　限られます。

3ヵ月以上
住んでいる

住民票を移して3ヵ月
以上経っていない場合は、
旧住所地の市区町村で
投票することができます（※）

はい

はい
いいえ

いいえ

引っ越したら住民票を移そう

　住民票を移して、3ヵ月経過していれば、
新住所の選挙人名簿に登録され、新住所で
投票することができます。
　住民票を移していても、引っ越しして3ヵ
月経たずに選挙がある場合は、旧住所地で
投票をすることができます。旧住所地に戻れ
ない場合は、「不在者投票」ができます。

●政治家は有権者に寄附を贈らない
●有権者は政治家に寄附を求めない
●政治家から有権者への寄附は受け取らない


